
 

１．概  要                                        

東海第二発電所の新規制基準適合性に係る審査状況を報告する。平成 26 年 5 月 20 日の設置変更許

可申請以降，個別項目の審査を継続している。これまでに 8 回の審査会合で説明を実施している。 

 

２．審査状況（東海第二）                                    

東海第二発電所の原子力規制庁のヒアリング及び原子力規制委員会の審査会合実績は以下のとおり。 

●ヒアリング ：４１回 （内訳：プラント関連２８回，地震・津波関連１３回）（意見交換８回）     
 

●審査会合  ： ８回 （各審査会合の項目，内容は下表のとおり）                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二発電所 審査会合実績 

表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．審査会合での原子力規制委員会からの主な指摘事項                      

①申請概要（6/17） 

 地震の評価，フィルタベント，火災防護などについて質問があった。 

②主要な論点（7/4） 

審査会合において原子力規制委員会より提示された主要な論点は合計２８項目。 

・地盤，地震関係 ： １０ 項目 （そのうち，東二固有は２項目） 

・火山関係   ：  １ 項目 （各社共通） 

・津波関係   ：   ３ 項目 （そのうち，東二固有は１項目） 

・プラント関係  ： １４ 項目 （そのうち，東二固有は２項目） 

③フィルタベント（8/28）：４社４プラント（島根２，女川２，浜岡４，東二） 

 ＢＷＲプラント共通の主な指摘事項 

 ・電動駆動弁及び空気駆動弁について，現場での操作性及び操作位置を説明すること。 

 東二固有の主な指摘事項 

 ・フィルタ装置入口配管の設計の考え方について説明すること。 

（通常水位に対して入口配管の位置が下部になっているのは当社のみであることに対する指摘） 

④内部事象ＰＲＡ（9/18）：２社２プラント（浜岡４，東二） 

 ＢＷＲプラント共通の主な指摘事項 

 ・ｲﾍﾞﾝﾄﾂﾘｰ※について，福島第一原子力発電所の事故の知見をどのように考慮しているか説明すること。 

※ｲﾍﾞﾝﾄﾂﾘｰ：起因事象の発生から炉心損傷に至る事故シナリオを緩和設備の成功／失敗で枝分かれ式 (ツリー状) に展開したもの 

 東二固有の主な指摘事項 

・原子炉格納容器の型式が Mark-Ⅱタイプであることの特徴を踏まえ，炉心損傷後の原子炉格納容器

破損に至る可能性のある物理化学現象の分岐確率の設定方法について詳細に説明すること。 

⑤静的機器の単一故障※（10/23）：２社２プラント（浜岡４，東二） 

※単一故障：単一の原因によって１つの機器が所定の安全機能を失うこと 

 プラント共通の主な指摘事項 

 ・故障個所の検知において，パラメータ変化及び現場確認で迅速に検知できることを説明すること。 

・修復作業の成立性について，技術的な妥当性を示すこと。 

⑥外部火災影響評価（12/2）：２社２プラント（浜岡４，東二） 

 東二固有の主な指摘事項 

・外部火災時の使用済燃料乾式貯蔵建屋内のドライキャスクへの影響について説明すること。 

⑦内部溢水の影響評価（12/16）：２社２プラント（浜岡４，東二） 

 東二固有の主な指摘事項 

・プラント復旧時に，建屋の上層階に滞留させた溢水の排水方法を検討すること。 

⑧敷地周辺及び近傍の地質・地質構造（2/13） 

 東二固有の主な指摘事項 

・棚倉破砕帯西縁断層及び棚倉破砕帯東縁断層の南端・北端の地質性状について，さらに情報を確認したい。 
 

４．今後の審査の見通しと当社の対応                              

 プラント関連 ：1月よりヒアリング及び審査会合が一時中断中。審査の早期再開に向けて準備を進めていく。 

 地震・津波関連：今後もヒアリングを重ね，早期の審査会合開催を目指して適切に対応していく。 

以  上 
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